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（訂正）「株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」の 

一部訂正に関するお知らせ 

 

当社が 2024年８月 22日付で公表いたしました「株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に

関するお知らせ」について、その内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

なお、訂正箇所につきましては下線を付しております。 

 

記 

 

Ⅲ．定款の一部変更について 

１．定款変更の目的 

 

（訂正前） 

（前略） 

（１）本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社

法182条第２項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は４株に減少することになります。かかる

点を明確にするために本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第６条（発行可能株式総数）

を変更するものであります。 

（後略） 

 

（訂正後） 

（前略） 

（１）本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社

法 182 条第２項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は 16 株に減少することになります。かか

る点を明確にするために本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第６条（発行可能株式総

数）を変更するものであります。 

（後略） 

 

 

以 上 


